
「安心と希望の医療確保ビジョン」第8回会議  

日時：平成20年5月14日（水）18二00～19：30  

場所二厚生労働省 9階省議室  

事 次 第  

1．開会  

2．議題  

「安心と希望の医療確保ビジョン」について  

3．閉会  

【配付資料】  

資料1：「安心と希望の医療確保ビジョン」骨子案  

資料2：会議の経緯  

資料3：第7回委員提出資料  

資料4：緊急医師確保対策の進捗状況について   



「安心と希望の医療確保ビジョン」骨子案  

Ⅰ．はじめに  

Ⅱ．具体的な政策  

1）医師数について  

①医師養成数   

②女性医師の離職防止・復職支援   

③医師の勤務環境の改善  

2）医師の配分バランスの改善  

①地域バランスについて  

②診療科バランスについて  

③総合的な診療能力の育成  

3）匡卿勤・チーム医療の推進   

（わ医師と看護師との役割分担と協働について   

②医師と助産師との役割分担と協働について   

③医師と薬剤師との役割分担と協働について  
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④医師とコメディカルとの役割分担と協働について   

⑤医師・看護職と介護職・メディカルクラークとの役割分担と協働  

について  

4）医療機関の分担・ネットワークの推進   

①地域で支える医療の推進  

②在宅医療の推進  

③地域医療従事の推進  

④救急医療の充実と遠隔医療の推進  

5）医療者と患者・家族の協働の推進   

①夜間・救急利用の適正化   

②医療者と患者・家族の協働の推進  

Ⅲ．医療のこれからの方向性  
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［垂垂∃  

（敬称略）   

「安心と希望の医療確保ビジョン」これまでの経緯  

豊1匝  

○日時：平成20年1月7日（月）17：00～18：00  
0議題：安心と希望の医療確保ビジョンについて（フリーデイスカッション）  

畳皇国  

○日時：平成20年1月29日（火）18：30～20：00  
0言義題：歴史的、文化的、国際的位置づけも踏まえた我が国の医療のあり方  

○ヒアリング対象者：尾身茂（WHO西太平洋事務局事務局長）  

第3回（視察l  新村拓（北里大学一般教育部長）  

○日時：平成20年2月20日（水）10：00～11：15  

0ホームケアクリニック川越（在宅療養支援診療所）視察  

畳娼  
○日時：平成20年2月25日（月）18：00～19：45  

0議題：各分野からのヒアリング（救急、産科、小児科、今後の医療ニーズ）  
○ヒアリング対象者二桑江千客島子（都立府中病院産婦人科部長）  

花田直樹（花田子どもクリニック院長）  

中川恵一（東大病院緩和ケア診療部長、放射線科准教授）  

呈皇且  
山本保博（日本医科大学救急医学主任教授）  

○日時：平成20年3月19日（水）18：00～19：30  
0議題：各分野からのヒアリング（歯科医師、看護師、助産師）  
○ヒアリング対象者：田上順次（東京医科歯科大学歯学部長）  

坂本すが（東京医療保健大学医療保健学部看護学科長）  

羞旦国  堀内成子（聖路加看護大学看護学部長）  

○日時：平成20年4月8日（火）18：00～19：30  

0議題：各分野からのヒアリング（地域医療）  

○ヒアリング対象者：小甘克弘（青森県むつ総合病院院長）  

須古博信（熊本県済生会熊本病院院長）  

鼻祖  
草場鉄周（医療法人北海道家庭医療学センター理事長）  

○日時：平成20年4月21日（月）18：00～20：00  
0議題：各分野からのヒアリング（薬剤師）、アドバイザリーボードからのプレゼンテーション  

○ヒアリング対象者：林昌洋（国家公務員共済組合連合会虎の門病院薬剤部長）  



辻本委員資料   
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野中委員資料   
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後期高齢者の外来診療のイメージ  

・複放の疾皿を布している者が多い   

・∃泣知機能が低下している苗  
が、若人よりも多い  

・介路を必要とする者が多く、  

リスケが高い  
・合併症の発症及び重症化の  
リスクが高い  

左記のような1寺性を  
有している．  

等  、、－－1・一一一‾‾  

（定期的・∃臨含的に評価を行い、結果を療養及び生活指串で活用する）  

0総合的なi雫應（年1回程度）   

■基本的な日常生活の能力  
・主監知性旋 ・意欲  
・情緒や気分  
等  

0定期的な検査（年2阿程度）  
・血液検査（血球数、アルプミン値等〉  

・尿検査（尿態、尿蛋白笥〉  

・心電図検査  
・胸部レントゲン検茸  
・眼底検査  等  

く■憫●■事の桝＞  

確藍㌫㌫諾  
てく忘弘7＝i戦曽の脚帥つ  
・「自分1人でトイレに†亨けナナ  
か？J  書  

支捷センター等へ連絡  

・口腔ケアについて細且真  
一1級数状況を確t乏し．貰枝雀と  
も連春霞をとって．服薬支媛措置  
をエ夫  
等   

・栄養、■虔場の内容の変更 （低栄薇状態の改善〉  

等   
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高齢者の総合的な評価のイメージ  

80歳代御免温会  
入院中の  

スクリーーニンク検査   
r病状安定故に実施プ  

スクリーニング検査を   

踏まえた追加検査  

検査を踏まえた  
総合的な評価   

■1  

i  

∃  

】  

】   
」  

的な日常隻語  】   

l  

⊆  

き   

】  
＿＿」  

日常主語に関連した動作の検査l  ＿、 ：・唾下津冨に誓言が必要  iの能力  
・▲l  口腔籠生笥堰が必要   

服某支担が必要  

活動能力の1妻査  ー認知能   

・菩歓  

・情緒や気分  

等   

＜翼間専攻響の偶＞  

▼－◆ト認知能に‡笥する詳細左横査  

l・憲故に閲する諾沼な較査  

l‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾一： 

問芝孟行動に関する模云：  
＼▲‡  

！・QO Lに関する検査  ・モ再告げが中空  

イ響段．ひと駅離れた町へどうやっ  
て行きま「r力、？j  
・rこ丸から書う冨集を綾り達し  
てください．J  
・ 鯵零時に祥一I舌の換捗を緒つ  
・一色分1人でトイレに行けます  
力、？」  讐  

′‾▼ 在宅医療、外来診療  
での取り組み  

口腔ケアの実相邑や、壕下降I  
「雷食をエ真  

上訪問時に、島国服養親況き云  
l諾し一服芸支1引芭苗を工夫  

卜食欲が低下しないように配慮  
L㌧ヱ？こ隼至琴萱草三軍  
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矢崎委員資料   





現行医療体制の特徴  
一高い公益性  

1）国民皆保険と公定価格  

2）医療機関へのフリーアクセス  

ーいつでも、どこでも、誰でも  

医療費の負担率を著しく軽減したことにより、  
国民は健康を享受したが、医療の提供は  
パターナリズムとなった  

現行医療体制改革の背景  

1）高齢化の進展  

2）医療技術の進歩  

3）経済基調の変化  

4）国民の医療への意識変化  
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治療効果判定のパラダイムシフト  

医学的尺度→患者側尺度  

。
L
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ヽ
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ
 
 
 

度
 
 臥

 

応
 
 

足
 
 

満
 
 

への信頼感  

治療目標の量から質への転換  

（患者本位の医療への転換）  
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国民医療費（平成17年度）  

（単位：億円）  

国民  一般診療医療費  
歯科、  

医療費  薬剤等   

病院   診療所   計   

入院   116，624  4，555  121，178  

331，289  81，612  
51，331  

外来  （39．9％）   （100．0％）  

計   167，955  81，722  249，677   

資料：厚生労働省 国民医療責  
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近代医学は何をもたらしたか  

・高い専門性に基づく高度先進医療の進展   

・完成度の高い治療法の確立→病気の克服・予防・寿命の延長   

■治療効果への絶対的な期待と医療の成果主義  

－→医療の原点である「医療と医師のあり方」の視点の喪失，  

医の原点一医療の倫理、医師のあり方   

病人はいつも、そのかけがえのないいのちとからだを医師に  

あずけ、やり直しのきかない医療を医師に托している。  
そして医学が大きく進歩したといっても、あくまで不完全な  

知識の体系であり、医療にはしばしば予期しない医療事故が  

おこる。そして医師はこの不完全な医学のもとで、世間にたいし、  
ひろく病人への献身を誓ったものであることを忘れないでほしい。  

医療をうける患者はいつも泣く覚悟を要する。泣かねばならぬ  

危険を覚悟で医療を求めざるを得ない。これは医療の悲しい  
宿命である。しかしこのことは患者に悲しみを忍ばしめるだけの  
ものではない。医師は医療のこわさを銘記し、患者が泣き叫ぶ  
以外に救いがない運命のなかで医療に托していることを是非  

知っていてほしい。医師は患者がからだを傷つけられ、あるいは  

家族を失って泣くことをも忍ばせるだけの誠実さ、真剣さで  

医療をおこなってほしい。  
（唄孝一 都立大学名誉教授）  
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これからの診療所の役割分担  

総合診療医（かかりつけ医）  

（幅広い診療能力を有し、在宅  
医療を含めた一般慢性疾患に  

対応するとともに、相談機能を  
重視する）  

一方、医療の質を保障する仕組みの導入  

総合科医（幅広く、かつ  

高度な診療能力を専門分野の  

1つとする）  

専門分野に特化  

総合科の考え方   

内科、小児科、救急などを中心に、急性期疾患の   
初期診療を担うとともに、救急医療や専門医療の   
プレホスピタルトリアージを行D、さらに病院での   

診療も担えることと宣る．   

（専門医が総合診療を主たる業務とする場合に、所定の  

臨床研修を行った者も対象とする．）   

総合科の認定   

高めの認定要件や育成プログラムを構築   

（安易に取得できる仕組みではかえって患者が混乱する）  
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病院医師業務の課題  

・医療の広範な業務を担うため，専門医療のスキルアップの機会が  

乏しく、十分な症例経験がつめないまま、最終的に開業してしまう．   

・抜本的対策は、看護師を中心とした専門臨床能力の高いメディカル  

スタッフの育成により、医師のスキルアップおよび病院の医療の質と  

生産性を格段に向上させることである．  

敬意 ＝＞ ㍍一ど二こ三三 

Ⅰ  
「ご三空帥L  

、＼、＼  
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米国における上級看護師について  

○上級看護師の総称はAdvancedpracticeregisterednurse  

（APRN）で、AmericanNursesCredentialingCenter  

（ANCC）が専門領域等を認定している。  

OAPRNには、NursePractitioner（NP）・C‖nica）Nurse   

SpeciaIist（CNS）・CertifiedNurse－Midwife（CNM）・   

CertifiedRegisteredNurseAnesthetist（CRNA）がある。   

救命救急センターの日米比較  

トリアージ  

ト
リ
ア
ー
ジ
・
ナ
ー
ス
 
 

米国にあって日本にないもの  
トリアージ・ナース  

各ブース毎の医療事務  
清掃作業員  
放射線診断医  

特
電
・
放
射
線
技
師
 
 

指導医  1名  

レジデント  6名  

ナース1名＋1名  

（手術室配置）  

クラーク  0名  

夜間16時間勤務   

出
 
 
院
 
 

退
 
 
入
 
 

⇒
 
⇒
 
 

⇒
 
⇒
 
 

次
次
 
 
次
 
 

1
 
2
 
 
 
 
3
 
 

研
修
医
（
看
護
師
）
 
 

ICU 6、HCU12、ONCU12  
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平成20年4月21日  

第7回「安心と希望の医療確保ビジョン」 

独立行政法人国立病院機構 矢崎義雄  

医療提供体制改善への提案  

1）医師需給の現状  

病院医師数は絶対的に不足している．  

しかし、将来は過剰になると予測される．  

2）医療（病院）危機をきたした背景  

（弧国民の医療への意識変化  

②医療の量から質への転換－フリーアクセスの波が病院へ  

③外来診療に依存せざるを得ない病院経営  

④近代医学がもたらした「医の原点」の喪失一訴訟リスクの増大  

3）病院と病院医師の質と生産性向上  

（D病床の有効活用と合理化  

－とくに療養病床（医療、介護を含めて）への対処、在宅医療推進と療養施設   

の増設 （高齢者に集中的な医療費配分の見直し）  

②入院診療への特化による病院の生産性向上   

一診療報酬の抜本的見直し（手術や救急を中心とした診療を支援するホスピ  

タルフィーの創設）   

プライマリケア医の質向上と国民の理解（とくに診療所のグループ診療業務形  

態と総合科認定制度の確立）  

③医師業務の分化と医師の効率のよいスキルアップの機会の提供  

④地域における病院機能の強化   

一個々の病院の独立した運営から、地域という面からとらえた運営と病診療連  

携の推進   

一自治体病院などの集約の際には、地域住民に受益と負担の選択肢を提示  

する．   



4）医師需給問題の考え方とその対策  

一喫緊の対策  

（D医師業務の分化による生産性と患者サービスの向上  

一看護師、助産師、歯科医師、薬剤師、臨床工学士などメディカルスタッフに   

よるスキルミクスの推進  

②女性医師の活用   

－M字カーブの解消と復職の促進  

③退職する病院専門医の活用   

一専門医が総合診療を主たる業務とする場合には、所定の研修を課する（総   

合科医としての活用と病診連携の強化）  

④医療リスク・医療訴訟への対応   

一医療ADR（裁判外紛争処理）や無過失補償制度の導入による危機管理  

⑤診療報酬としてのホスピタルフィーの創設   

一質向上の保障と評価のモニタノングシステムの確立  

一中長期的な対策  

①看護教育などの抜本的改革、医師法や保助看法の見直し  

②医学部定員増とメディカルスクール構想のとらえ万   

一医師不足対策と考えずに、臨床医育成のモデルケースとして慎重に検討する．   

教育環境整備が先決  

5）医療保険制度の課題   



緊急医師確保対策（平成19年5月政府一与党）の進捗状況について  

進捗状況  

○ 国レベルの緊急臨時的医師派遣システムによる医師派遣として、19年6月  医師不足地域に対し、都道府県  

からの求めに応じ、国レベルで緊  に6カ所への派遣、同10月に2カ所への派遣を決定  ll．医師不足地域  
急臨時的な医師の派遣を行う体制  0 20年1月に全国の産科医療機関における分娩の休止・制限の予定に係る実  

に対する国レベ  
を整備する。上記の実施に伴い、   態調査を行い、支援が必要な7事案について、大学等からの医師派遣等を同3  

ルの緊急臣畠時的   月に決定  
医師派遣システ  

ムの構築  
る。   ○ 国立病院機構から医師不足の自治体病院へ医師を派遣した場合に、地方公共  

団体から国立病院機構が一定の費用負担を受けることができるよう所要の施行  

規則を改正（19年7月施行）   

①病院勤務医の過重な労働を解消  0 20年度予算において交代勤務制等の導入を支援するための補助事業等を創  

するため、交代勤務制など医師の   設  

働きやすい勤務環境の整備、医師、  ○ 医師が行っている業務のうち、看護師や事務職員等が現行法令の下で実施す  

看護師等の業務分担の見直し、助   ることが可能なものを提示（19年12月通知。20年3月に各医療機関に要  
産師や医療補助者等の活用を図   請）  

2，病院勤務医の                             る。   0 20年度診療報酬改定において病院勤務医対策に1500億円を充て、産   
過重労働を解消  科・小児科の重点的な評価に加えて、医師事務作業補助者の配置等を評価（当   
するための勤務  該措置の活用等による産科・／ト児科、救急医療の充実を含めた病院勤務医の軽   

環境の整備等  減を20年3月に各医療機関に要請）  

○ 国立大学附属病院について、運営費交付金で過重労働の解消や適切な業務分  

担の実現に必要な診療支援要員の配置等を支援。  

020年度予算において産科を有する病院一診療所における院内助産所■助産師  

外来の設置を支援する事業の創設   
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②また、特に勤務が過重で、深刻  

な医師不足の現状にある地域医療  

を支える病院への支援を充実す  

る。  

0 20年度予算において分娩数が少なく採算が取れない産科医療機関を支援す   

る補助事業を創設  

0 20年度予算において国や都道府県の決定した医師派遣に協力する病院等の   

診療体制の強化等を図るための補助事業の創設  

○ 労働者派遣法施行令等を改正し、労働者派遣法に基づく医師不足地域への医   

師派遣を可能とする（19年12月施行）  

12．病院勤務医の  u  0 20年度予算において、複数の大学病院が連携した医師キャリア形成システ   

過重労働を解消  ム構築を支援することにより、地域の医師不足に貢献する補助事業を創設  

するための勤務  

環境の整備等  

（続き）  公共団体の要請に基づき、地方公共団体の住民に対し特別に医療の提供を行う  

場合に、当該地方公共団体がその貴用を補助することができるよう所要の政令  

を改正（20年3月施行）  

医療を担う総合医の在り方につい  標横部会において議論を行っている   

て検討する。  

○関連して、地方再生の観点から、病院等を開設する国立大学法人等が、地方  
③さらに、一次救急を含めて地域                         ○総合医・総合科のあり方については、現在、医道審議会医道分科会診療科名  

①出産や育児による医師等の離職  0 20年度予算において病院内保育所の更なる拡充（24時間保育等の補助額の  

を防止し、復職を促すため、院内   引上げなど）  

保育所の整備など女性の働きやす  

い職場環境の整備を図るととも  

3．女性医師等の  
に、  

働きやすい職場 の                ②女性医師の復職のための研修等   
環境整備  

を実施する病院等への支援や女性   る補助事業を新たに創設  

医師バンクの体制を充実する。   0 20年度予算において就業相談機能を充実することにより、「女性医師バン  

ク」の体制を強化（19年1月の創設以来女性医師バンクを通じて就業した医  

師は58名）   
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項目   内容   進捗状況   

①大学病院を含む医師臨床研修病  0 20年度予算において都市部の臨床研修病院について、医師不足地域での研  

院の臨床研修制度の在り方や定員   修を支援する補助事業を創設  

の見直し等を行うことにより、都  0 20年度予算において医師不足地域等における研修医確保のため、研修プロ  

4．研修医の都市                   市部の病院への研修医の集中の是   グラム等をPRする補助事業を創設   

への集中の是正  正に取り組む。   ○ 都市部への研修医の集中是正のための臨床研修病院の定員見直しの実施に着   

のための臨床研  

修病院の定員の  

見直し等  ②また、臨床研修後の専門医に向  

けた研修の在り方についても、地  

域医療への従事や医師派遣の仕組  

みと関連付けて検討する。  

0 20年1月に産科補償制度の具体案がとりまとめられ、20年度中に制度を   

開始する予定  

○ 診療行為に係る死因究明制度の構築に向けて、20年4月に第三次試案を示   

し、法案化に向けた作業を進行中  

産科補償制度の早期実現や、診  

療行為に係る死因究明制度（医療  

事故調査会）の構築など、医療リ  

スクに対する支援体制を整備す  

る。  

5．医療リスクに   

対する支援体制   

の整備  
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進捗状況  

①地域や特定の診療科で医師が不  

足している現状に対応し、奨学金  
を活用して都道府県が定める地域  

や診療科に確実に医師が配置でき  

るための医師養成数の緊急臨時的  

な増加を行う。  

○ 医学部の定員削減を定めた平成9年の閣議決定を存続しつつ、医師不足地域   

や診療科で勤務する医師の養成のため、前倒しで養成数を暫定的に増員すると   

いう考え方の下での医学部定員の増加を決定  

・緊急臨時的医学部定員増：各都府県5名（北海道15名）9年間（公立大学  

は10年間）   

■養成数が少ない県の医学部定員増：神奈川県・和歌山県を対象に20名ずつ  

（恒常的措置）   

※ この他18年8月にも、新医師確保総合対策において医師不足の特に著しい10県及  

び自治医科大学を対象にそれぞれ10名10年間の定員増を決定   

※ これらの措置を合わせ、平成21年度までに最大395名の医学部定員増を実施  

○ 緊急医師確保対策及び平成18年の新医師確保総合対策により、平成20年   

度から168名の定員増を実施   

○ 大学医学部における地域枠の拡充を要請（19年度19大学165名。20   

年度32大学393名。）   

※出身地にとらわれず将来、地域医療に従事する意志を有する者を対象とした入学枠を含   

む  

6．医師不足地域   

や診療科で勤務   

する医師の養成   

の推進  

②さらに、地域の医療に従事する  

医師数の増加を図るため、医学部  

における地域枠の拡充を図るとと  

もに、医師養成総数が少ない県に  

おいては、医師の養成数を増加さ  

せる。また、臨床医を養成する医  

育機関の在り方についても検討す  

る。  
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し⊂ヽ  

緊急医師確保対策について   

平成19年5月31日  
政 府 ・ 与 党  

医師確保対策については、平成19年度予算においても、その拡充を図り、新たな  
対策を進めている。しかしながら、全国各地の医師不足を訴える声は日増しに大き  

くなっている。．その声を深刻に受け止め、地域に必要な医師を確保していかなけれ  
ばならない。   

医療は地域生活に欠くべからざるものであり、誰もが地域で必要な医療を受けら  

れるよう、また、地域の医療に従事する方々が働きがいのある医療現場をつくって  
いけるよう、万全を期したい。   

このため、「地域の医療が改善されたと実感できる」実効性のある更なる以下の緊  
急対策を講じる。   

1・医師不足地域に対する国レベルの緊急臨時的医師派遣システムの構築  
医師不足地域に対し、都道府県からの求めに応じ、国レベルで緊急臨時的な医  

師の派遣を行う体制を整備する。上記の実施に伴い、規制緩和等の所要の措置  
を講じる。   

2．病院勤務医の過重労働を解消するための勤務環境の整備等  
病院勤務医の過重な労働を解消するため、交代勤務制など医師の働きやすい勤  
務環境の整備、医師、看護師等の業務分担の見直し、助産師や医療補助者等の  
活用を図る。また、特に勤務が過重で、深刻な医師不足の現状にある地域医療  

を支える病院への支援を充実する。さらに、一次救急を含めて地域医療を担う  
総合医の在り方について検討する。   

3．女性医師等の働きやすい職場環境の整備  
出産や育児による医師等の離職を防止し、復職を促すため、院内保育所の整備  

など女性の働きやすい職場環境の整備を図るとともに、女性医師の復職のため  
の研修等を実施する病院等への支援や女性医師バンクの体制を充実する。  

4．研修医の都市への集中の是正のための臨床研修病院の定員の見直し等   
大学病院を含む医師臨床研修病院の臨床研修制度の在り方や定員の見直し等を   

行うことにより、都市部の病院への研修医の集中の是正に取り組む。また、臨   
床研修後の専門医に向けた研修の在り方についても、地域医療への従事や医師   

派遣の仕組みと関連付けて検討する。   

5．医療リスクに対する支援体制の整備  
産科補償制度の早期実現や、診療行為に係る死因究明制度（医療事故調査会）  

の構築など、医療リスクに対する支援体制を整備する。   

6．医師不足地域や診療科で勤務する医師の養成の推進  
地域や特定の診療科で医師が不足している現状に対応し、奨学金を活用して都  

道府県が定める地域や診療科に確実に医師が配置できるための医師養成数の  

緊急臨時的な増加を行う。さらに、地域の医療に従事する医師数の増加を図る  
ため、医学部における地域枠の拡充を図るとともに、医師養成総数が少ない県  

においては、医師の養成数を増加させる。また、臨床医を養成する医育機関の  
在り方についても検討する。   




